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美郷町共同学校事務室よりお役立ち情報をお届けします 
                       

 

予算調製にご協力をお願いします！ 

町教委から令和４年度の予算に係る調査がありま

した。来年度の予算調製を行うにあたり、需要等を調

べる場合がありますのでご協力をお願いします。 

また、教育委員会から①計画的なマイクロバスの利

用、②節電の徹底を強く求められましたので、こちらも

併せてご協力くださるようお願いします。 

～食欲の秋（もう冬？）ですね～ 

 

 

  ふるさと納税って何だろう？？  

みなさんは「ふるさと納税」をご存知でしょうか？すでに始めている方もいらっし

ゃるかもしれませんが、ふるさと納税とは自分で選んだ自治体に対して寄付をするこ

とで、返礼品がもらえるだけでなく、自治体に寄付した合計額から 2,000円引いた額

が、すでに納めた所得税や翌年納める住民税から控除される仕組みになっています。

つまり、実質 2,000円の負担で、税金の控除と返礼品がもらえることになります。 

 

 

 

本来、確定申告が必要ですが、「ワンストップ特例制度」であれば寄付する都度、簡単

な申告書を自治体に送付するだけで確定申告が不要になります。（「１年間に寄付する

自治体は５つまで」等いくつか条件があります）今年も残り２か月を切りましたが、

まだ間に合います！この機会に始めてみてはいかがでしょうか？ 
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自治体への寄付合計額 － 2,000円 ＝ 所得税・住民税から控除される額 

（所得に応じた上限額有り）  （自己負担）         ＋ 

     自治体からの返礼品     


